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町
・
県
民
税
、
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の
申

告
は
、
お
早
め
に
！

申
告
に
来
ら
れ
る
皆
さ
ま
へ
の
お
願
い

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
の
た

め
、
役
場
へ
の
来
庁
に
あ
た
り
、
マ
ス
ク
の
着
用
、

入
口
で
の
検
温
お
よ
び
ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
を
お
願
い

し
ま
す
。
ま
た
、
風
邪
の
症
状
が
あ
る
場
合
や
体
調

に
異
変
を
感
じ
て
い
る
方
は
、
来
庁
を
控
え
て
い
た

だ
き
、
37
・
５
度
以
上
の
発
熱
が
確
認
さ
れ
た
場
合

は
、
お
断
り
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
役
場
で
申
告
を
さ
れ
る
方

▼
期
間　
２
月
16
日
㈬
～
３
月
15
日
㈫

　
　
　
　
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

▼
時
間　
午
前
９
時
～
11
時
／
午
後
１
時
～
３
時

※
役
場
正
面
入
口
は
、
午
前
８
時
開
錠
と
な
り
ま
す
。

▼
場
所　
役
場
１
階
多
目
的
ホ
ー
ル

※ 

記
載
済
の
申
告
書
を
提
出
さ
れ
る
方
は
、
多
目
的
ホ
ー

ル
受
付
で
提
出
し
、
申
告
書
の
控
え
を
お
持
ち
帰
り
く

だ
さ
い
。

▼
休
日
申
告

　
２
月
20
日
㈰
・
27
日
㈰
／
午
前
９
時
～
11
時

▼
役
場
で
受
付
で
き
な
い
申
告
相
談

　

 

青
色
申
告
・
譲
渡
所
得
の
申
告
・
損
失
申
告
・
申
告
分

離
課
税
の
申
告
・
贈
与
税
の
申
告
・
令
和
３
年
分
以
外

の
申
告
・
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
の
初
年
度
の
申
告

●
町
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
方

　
令
和
４
年
１
月
１
日
現
在
、
利
根
町
に
住
民
登
録
が
あ

り
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
。

・ 

給
与
以
外
の
所
得
が
あ
り
、
所
得
税
の
確
定
申
告
書
を

提
出
し
な
い
方

・ 

勤
務
先
か
ら
町
へ
給
与
支
払
報
告
書
の
提
出
が
な
い
方

・ 

昨
年
中
収
入
が
な
か
っ
た
方
、
ま
た
は
障
害
者
年
金
・

遺
族
年
金
な
ど
の
非
課
税
所
得
の
み
の
方
で
、
同
一
世

帯
の
ど
な
た
の
扶
養
に
も
な
っ
て
い
な
い
方

『
町・県
民
税
』と『
所
得
税
』

令
和
３
年
分

申
告
受
付
開
始
の
お
知
ら
せ

▼
申
告
に
必
要
な
も
の
（
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
）

□  

申
告
書
（
税
務
署
、
町
か
ら
送
付
を
受
け
た
方
）

ま
た
は
お
知
ら
せ
は
が
き

□ 

給
与
所
得
や
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票

□ 

申
告
者
名
義
の
預
貯
金
口
座
番
号
が
分
か
る
も
の

□  

国
民
健
康
保
険
税
、
介
護
保
険
料
の
支
払
額
が
分

か
る
書
類
、
国
民
年
金
保
険
料
の
支
払
証
明
書

□ 

障
害
者
手
帳
・
療
育
手
帳
な
ど

□ 

生
命
保
険
料
・
地
震
保
険
料
な
ど
の
控
除
証
明
書

□  

医
療
費
控
除
の
明
細
書
、
医
療
費
通
知
ま
た
は
医

療
費
の
領
収
書
（
原
本
）、
お
よ
び
保
険
金
や
高
額

療
養
費
な
ど
で
補
て
ん
さ
れ
た
額
が
分
か
る
書
類

※ 

医
療
費
控
除
の
明
細
書
は
事
前
に
作
成
し
て
く
だ
さ
い

□  

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
申
告
書
と
借
入
金
の
年

末
残
高
証
明
書

□  

収
支
内
訳
書
（
事
業
所
得
〈
営
業
等
、
農
業
〉
や

不
動
産
所
得
が
あ
る
方
）

□  

本
人
確
認
書
類
【
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
個
人

番
号
カ
ー
ド
）
ま
た
は
通
知
カ
ー
ド
】

※ 

代
理
申
請
の
場
合
は
、
代
理
人
の
身
元
確
認
（
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
や
運
転
免
許
証
）、
申
告
者
の
番
号

確
認
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
通
知
カ
ー
ド
）

※ 

利
根
町
以
外
に
居
住
し
て
い
る
方
を
、
扶
養
親
族
と

し
て
申
告
す
る
場
合
は
、
そ
の
方
の
『
住
所・氏
名・

生
年
月
日
・
個
人
番
号
』
が
必
要
で
す
。

●�

利
根
町
ひ
と
り
親
世
帯
生
活
支
援
給
付
金

　
９
ペ
ー
ジ
記
載
の
国
で
実
施
す
る
「
低
所
得
の
子

育
て
世
帯
に
対
す
る
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給

付
金
（
ひ
と
り
親
世
帯
分
）」
受
給
者
が
対
象
と
な

り
ま
す
。

●�

利
根
町
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金

　
９
ペ
ー
ジ
記
載
の
国
で
実
施
す
る
「
低
所
得
の
子

育
て
世
帯
に
対
す
る
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給

付
金
（
ひ
と
り
親
世
帯
以
外
分
）」
受
給
者
が
対
象

と
な
り
ま
す
。

※ 

詳
し
く
は
、
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

http://w
w

w
.tow

n.tone.ibaraki.jp/page/
page004546.htm
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▼
問
い
合
わ
せ
先

　
子
育
て
支
援
課　
子
ど
も
福
祉
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
４
４・１
４
５
）

「
利
根
町
ひ
と
り
親
世
帯
生
活
支
援
給
付
金
」

と
「
利
根
町
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給

付
金
」
に
つ
い
て

　
ど
ち
ら
の
給
付
金
と
も
に
、
対
象
児
童
１
人
に
つ

き
、
３
万
円
（
１
回
限
り
） 
を
給
付
し
ま
す
。
通
知

を
送
付
し
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

申
請
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

利
根
町
独
自
の
給
付
金

※ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
状
況
に
よ
り
、
変
更

ま
た
は
中
止
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
際
は
、

情
報
メ
ー
ル
一
斉
配
信
サ
ー
ビ
ス
と
町
公
式
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

・ 

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
４
０
０
万
円
以
下
で
あ

り
、
か
つ
、
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所
得

金
額
が
20
万
円
以
下
の
方

※ 

所
得
税
の
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
確
定
申

告
が
必
要
で
す
。

・ 

源
泉
徴
収
票
に
記
載
さ
れ
て
い
る
控
除
以
外
で
、
各
種

控
除
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
方

※ 

日
本
年
金
機
構
等
に
提
出
す
る「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」

に
扶
養
の
記
載
が
な
い
場
合
、
申
告
が
必
要
で
す
。

・ 

上
場
株
式
等
の
特
定
配
当
所
得
な
ど
、
所
得
税
と
異
な

る
課
税
方
式
を
選
択
し
た
い
方

●
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の
申
告
が
必
要
な
方

・ 

事
業
所
得
（
営
業
等
、
農
業
）
や
不
動
産
所
得
な
ど
が

あ
る
方

・ 

給
与
所
得
が
あ
る
方
で
、
左
記
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
方

⑴ 

給
与
以
外
の
各
種
の
所
得
金
額
の
合
計
額
が
20
万
円
を

超
え
る
方

⑵ 

給
与
を
２
カ
所
以
上
か
ら
受
け
て
い
て
、
年
末
調
整
を

さ
れ
な
か
っ
た
給
与
の
収
入
金
額
と
、
各
種
の
所
得
金

額
（
給
与
所
得
、
退
職
所
得
を
除
く
）
と
の
合
計
額
が

20
万
円
を
超
え
る
方

・ 

所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の
還
付
を
受
け
よ
う

と
す
る
方

・ 

損
益
通
算
お
よ
び
繰
越
控
除
な
ど
の
特
例
の
適
用
を
受

け
よ
う
と
す
る
方

上
場
株
式
の
配
当
所
得
や
譲
渡
所
得
の
確
定
申
告
を
さ
れ

る
方
、
ま
た
証
券
会
社
の
特
定
口
座
で｢

源
泉
徴
収
あ
り｣

を
選
択
し
、
確
定
申
告
を
さ
れ
る
方

　

町
県
民
税
の
配
当
割
額
控
除
な
ど
を
受
け
る
た
め
に

は
、
確
定
申
告
書
第
二
表
の
住
民
税
に
関
す
る
事
項
に
記

載
漏
れ
の
な
い
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

※ 

あ
ら
か
じ
め
源
泉
徴
収
さ
れ
て
い
る
金
額
は
、
そ
の
支

払
者
が
発
行
す
る
書
類
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

確
定
申
告
の
際
は
書
類
を
よ
く
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

町・県
民
税　
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除（
住
宅
ロ
ー

ン
控
除
）
の
お
知
ら
せ

　
所
得
税
か
ら
控
除
し
き
れ
な
い
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
可
能

額
が
あ
る
方
は
、
一
定
の
額
を
町
・
県
民
税
か
ら
控
除
し

ま
す
。
町
へ
の
申
告
は
不
要
で
す
が
、
確
定
申
告
か
年
末

調
整
で
所
得
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
の
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

居
住
開
始
が
平
成
19
・
20
年
中
の
方
は
所
得
税
に
お
い

て
特
例
措
置
が
あ
っ
た
た
め
、
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

・ 

竜
ケ
崎
税
務
署（
龍
ケ
崎
市
川
原
代
町
１
１
８
２
‐
５
）

　
☎
０
２
９
７
‐
66
‐
１
３
０
３
（
自
動
音
声
案
内
）

・ 

税
務
課　
町
民
税
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
２
０
３・２
０
４・２
０
５
）

　
民
法
改
正
に
よ
り
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
成
年
年
齢

が
現
在
の
20
歳
か
ら
18
歳
に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。

　
現
在
、
20
歳
を
対
象
に
開
催
し
て
い
る
成
人
式
に
つ
い

て
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
お
よ
び
近
隣
自
治
体
の
状
況
を

踏
ま
え
検
討
し
た
結
果
、
成
年
年
齢
引
き
下
げ
後
の
令
和

４
年
度
（
令
和
５
年
１
月
）
以
降
の
式
典
も
20
歳
を
対
象

に
開
催
し
ま
す
。 民

法
改
正（
令
和
４
年
４
月
）

以
降
の
成
人
式
に
つ
い
て

※ 

令
和
４
年
度
以
降
の
式
典
名
称
に
つ
い
て
は
、
今
後
検

討
し
て
い
き
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　
利
根
町
文
化
セ
ン
タ
ー　
☎
68
‐
７
８
８
１

20
歳
対
象
と
し
て
開
催
す
る
理
由

・ 

18
歳
を
対
象
に
し
た
場
合
、
受
験
や
就
職
活
動

期
間
と
重
な
り
、
本
人
や
保
護
者
な
ど
へ
の
経

済
的
負
担
を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
負
担
が
か

か
り
ま
す
。
ま
た
、
卒
業
式
や
入
学
式
の
準
備

も
重
な
る
こ
と
で
、
式
典
へ
の
参
加
率
の
低
下

が
見
込
ま
れ
る
た
め

・ 

成
人
式
検
討
委
員（
利
根
中
学
校
か
ら
の
推
薦
）

45
名
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
、
回
答
者

全
員
が
従
来
通
り
20
歳
で
の
実
施
を
希
望
し
て

い
る
た
め

・ 

態
度
決
定
し
て
い
る
近
隣
市
町
村
は
20
歳
を
対

象
に
成
人
式
の
開
催
を
予
定
し
て
い
る
た
め

▲動画で見る
　確定申告

▲確定申告

▲マイナポータル

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

　
確
定
申
告
は
、
自
宅
か
ら
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
ス

マ
ホ
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
を
利
用
し
た
e
‐
T
a
x
・
ス
マ

ホ
申
告
が
便
利
で
す
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、ス
マ
ホ（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
読
取
対
応
）
が
あ
れ
ば
、
多
く
の
方
が
来
場
さ
れ
る
確

定
申
告
会
場
に
出
向
く
こ
と
な
く
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
を
利
用
し
て
確
定

申
告
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ

さ
い
。
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